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○日時 平成31年３月20日 午前10時40分開会 

○場所 委員会室 

○議件 

１．所管事務調査について 

  （はまなす保育園の件について） 

───────────────────── 

○出席委員（６名） 

 委 員 長    井 戸 達 也 

 副 委 員 長    平 賀 貴 幸 

 委 員    栗 田 政 男 

            近 藤 憲 冶 

            佐々木 玲 子 

            山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────── 

○委員外議員（２名） 

 議 長    工 藤 英 治 

 副 議 長    渡 部 眞 美 

─────────────────────── 

○傍聴議員（６名） 

            小田部   照 

            金 兵 智 則 

            川原田 英 世 

            永 本 浩 子 

            古 都 宣 裕 

            松 浦 敏 司 

─────────────────────── 

○説明者 

 副 市 長    川 田 昌 弘 

 健康福祉部長    岩 原 敏 男 

 子育て支援課長    清 杉 利 明 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    大 島 昌 之 

次     長    細 川 英 司 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

 

午前10時40分開会 

○井戸達也委員長 ただいまから文教民生委員会を

開会いたします。 

 先日行われました当委員会の所管事務調査で資料

請求をしましたが、理事者側より資料が提出されま

したので、その写しをお手元に配付してありますの

で御確認ください。 

 それでは、理事者より調査結果の説明があります

のでお願いいたします。 

○清杉利明子育て支援課長 へき地はまなす保育園

運営委員会の元役員による不祥事に係る調査報告に

ついて御説明させていただきます。 

 資料１号をごらんください。 

 まず、事案の概要についてでございますが、保護

者等で構成しているへき地はまなす保育園運営委員

会の元運営委員長及び元会計担当者が、平成29年度

から平成30年度の約２年間にわたり、同園の運営費

から合計257万8,976円を横領していたものでありま

す。 

 運営委員会からの報告の概要でございますが、発

生の経緯としましては、平成30年12月26日に倉庫の

発注をキャンセルし、前払いをしていたとされる金

額を返納しようとしたことから疑念を持ち、内部調

査に着手したところでございます。 

 そこにおきまして横領額につきましては、平成29

年度で175万8,976円、平成30年度において82万円、

総額で257万8,976円の横領額と運営委員会として確

認をしたところでございます。 

 横領の期間につきましては、平成29年４月から平

成30年の８月、この横領したとされる金額につきま

しては既に全額を弁済済みでございます。 

 処分等につきましては、既に全額を弁済済みであ

り、また両氏が保護者会で謝罪をしていることか

ら、一定の社会的制裁を受けていると判断して、運

営委員会としては告訴を行わないことと決定をして

おります。 

 市への報告は、平成31年３月１日に報告がされて

おります。 

 ２として、市の調査結果につきましては、運営委

員会からの報告を受けまして、通帳・帳簿・領収書

等の関係書類の提出を求めて調査をするとともに、

運営委員会に対してヒアリングを実施し、横領額等

の確定を行ったところでございます。 

 その調査結果としましては、調査期間につきまし
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ては平成31年３月４日から17日まで、横領額の金額

につきましては、運営委員会からの報告と一致した

ところでございます。 

 調査により判明したこととしまして、１点目は口

座から現金を引き出し、そのまま全額を私的に使用

したものが平成29年度で106万円、平成30年度で62

万円でございました。 

 ２点目としては、保育園運営経費の支払い時に支

払い額以上の金額を口座から引き出し、残金を私的

に使用していたものが平成29年度で69万8,976円、

平成30年度で20万円でしたが、架空の領収書等を細

工して添付するようなことはしておりませんでし

た。 

 ３点目としては、平成30年度の途中におきまし

て、横領した額の一部を返金したと思われる収入が

76万9,000円あったのを確認しております。 

 ４点目としては、運営委員会において、全額弁済

しているという報告を受けておりましたが、その事

実について確認をしております。 

 ５点目としては、平成29年度決算におきまして、

この横領行為により収支不足として47万5,573円が

収支不足となっていましたが、平成30年度の運営費

でその分を補填し、平成29年度決算として報告をし

ておりました。 

 ６点目としては、運営委員会の規約が保管されて

いなかったこと、また支払い行為の一部におきまし

て書類が省略されているということが判明いたしま

した。 

 次に委託料の返還についてでございますが、ま

ず、平成29年度横領額であります175万8,976円につ

きましては、その額から平成30年度への繰り戻し

分、先ほど御説明しました平成29年度におきます収

支不足となっていた額でございますが、47万5,573

円を差し引いた128万3,403円につきまして、運営委

託料の返還を求めることとなります。 

 ２点目としては、平成30年度の横領額の82万円に

つきましては、今年度の実績報告時に帳簿等の書類

を審査の上、運営委託料の精算を行うことといたし

ます。 

 次に、再発防止策と今後の対応についてでござい

ますが、これまでは委託料の実績報告時の提出書類

でございます監査を受けた決算書をもとに精算額の

決定をしておりました。 

 市としましては、全僻地保育所の会計監査・業務

運営監査を行うとともに、係る事案を鑑みまして、

今後僻地保育所の運営組織のあり方及び内部牽制体

制の確立を図ることといたします。 

 はまなす保育園の運営委員会におきます再発防止

策についてでございますが、１点目としては、処理

方法や支払い方法と会計業務の見直しを行うことと

しております。 

 ２点目としては、今までは年１回決算時におきま

して行っておりましたが、その監査を四半期ごとに

年４回にふやすこととしております。 

 ３点目としましては、今回の事案につきまして保

護者全員で情報を共有し、モラル・コンプライアン

ス意識の向上を図ることとしております。 

 ４点目としましては、支払い行為の書類等の整

備・保管及び規約の作成・保管、これにつきまして

は事務等の引き継ぎを含めまして行っていくという

ことでございます。 

 次に市におきます、僻地保育所全体に係る再発防

止策及び今後の対応についてでございますが、再発

防止策につきましては、１点目としましては、僻地

保育所の会計基準及び会計処理等に係る事務処理要

綱を作成し、会計処理の統一化・透明化を図りま

す。 

 ２点目としましては、委託料の支払い時期が現在

四半期に分かれておりますが、その時期に合わせま

して帳簿等の関係書類の突き合わせ、現金預金の実

査等を行います。 

 ３点目としましては、北海道が実施しております

保育行政監査・運営指導と連携しまして、年１回以

上業務を監査を実施していきます。 

 今後の対応についてでございますが、１点目とし

ましては、ほかの僻地保育所を含めた全５園ござい

ますが、全５園の調査を過去５年分の書類調査及び

ヒアリングを行います。 

 この際には監査委員の協力指導のもと、６月まで

に取りまとめたいというふうに考えております。 

 またその際には、さらなる再発防止策の必要性に

ついても検討いたします。 

 ２点目としましては、平成31年度中に僻地保育所

全体におきます運営組織のあり方を検討し、取りま

とめいたします。 

 それから続きまして資料の４ページ、資料２号を

ごらんいただきたいと思います。 

 前回の委員会におきまして、資料要求をされてお

りましたが、規約及び役員名簿についてでございま

すが、まず契約につきましては先ほど御説明をさせ
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ていただいておりますが、はまなす保育園につきま

しては規約の保管がされておらず、現時点におきま

してはございませんので、提出することができない

状況でございます。 

 また、運営委員会の役員名簿につきましては、は

まなす保育園の運営委員会の意向も確認し、役職と

属性等につきましての資料提出とさせていただいて

おりまして、29年度、30年度ともに保護者６名、そ

れから保育士２名の計８名の体制で運営委員会を組

織しております。 

 説明につきましては以上でございます。 

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。質疑

ございませんか。 

○近藤憲治委員 もろもろの報告と再発防止策につ

いて聞かせていただきました。 

 私としては、前回の委員会で大方の流れは理解さ

せていただいているのですけど、やはり再発防止策

の部分で、いかに実効性のある方策をこれから組み

立てていくのかというところが極めて重要であろう

というふうに考えております。 

 そういった点で今回運営委員会での防止策と、そ

れを管理している市、そして再発防止策の２点上げ

ていただきましたけれども、ざっと読ませていただ

くと、今回の事案をここに書かれている防止策で防

ぎ切れるかなというような印象を受けます。という

のも今回は倉庫を発注したのだけれども、まだ来て

ないんですというような説明をして、監査をすり抜

け結果的にはその事実はなかったということなので

すけれども、この運営委員会での再発防止策と市が

考えている再発防止策で、今回のような事案を防げ

るというふうにお考えなのであれば、どこでどのよ

うに防げるのかお示しいただきたいというふうに思

います。 

○清杉利明子育て支援課長 まず、運営委員会のほ

うにおきましては、監査の時期を年４回にふやす

と。 

 また、市のチェック体制としましても、委託料の

支払い時期にあわせた四半期ごとに帳簿等の確認を

行いますが、その際に大きな備品購入ですとかそう

いうものについても、きちんと納入がされているか

というのを確認していくことになろうかと思います

ので、そういう点でチェックをしていきたいという

ふうに考えております。 

○近藤憲治委員 わかりました。そこは理解をさせ

ていただきたいというふうに思います。 

 また、今後の対応についてもお示しをいただきま

した。 

 まず一つは、ほかの僻地保育所についても調査を

されるというふうに、ここは予算案審査の中でもで

すね、他の委員さんからのやりとりで明らかにされ

ていた部分だと思います。 

 またあわせて平成31年度中、新年度中に僻地保育

所全体の運営組織のあり方を取りまとめるというふ

うにお示しをいただきました。 

 この点につきましては、前回この委員会の場でも

指摘をさせていただいた部分をしっかり受けとめて

いただいているな、というふうに認識をしておりま

すけれども、実際考え方と言いますか、もともとは

その保護者の互助組織のような形で始まった僻地保

育所が、今後どういうやり方を望ましいのかという

のは相当知恵を絞らないと、次のプランというのを

組み立てるのがなかなか難しいのかなというふうに

考えているのですけれども、現状どういう方向性で

考えておられるのか、大枠でよいのでお示しいただ

けますか。 

○川田昌弘副市長 僻地保育所全体のあり方という

ことで、運営委員会の今の活動方法についてもそれ

ぞれ違うところがあります。 

 ですから今回の北浜の保育園のような、言ってみ

ればその事務処理がしっかりしてない部分と、しっ

かり対応している運営委員会もあると思います。 

 ですからそこは各運営委員会のお話を聞かせてい

ただいて、過去５年分の書類を監査させていただい

て、しっかり内部牽制体制がとれているというふう

なことが判断されて、なおかつその地区、地区の運

営委員会で今のままで大丈夫ですということが確認

されれば、そこはそういうふうなことなのだろうと

いうふうに思います。 

 ただ、やはり専任の事務職員がいるわけではあり

ませんし、恐らく地域の方、それから保護者の方が

中心となって事務あるいは経理をやっているという

ことから、そうした負担が大きいともうこれ以上持

続可能ではないと。 

 何とか強いお願いをするという話があれば、そこ

は体制についてじゃあどうしましょうということ

は、協議しながら進めていかなければならないと思

います。 

 ただ、この僻地保育所というのは長い期間を経て

今のような組織になってきて、そこは通常の認可保

育園とは違ってかなり自由度の高いというか、地域



- 4 -  

の思いを割と反映しやすい保育事業というのができ

てきているところもあると思っています。 

 ですから、そこを一括して例えば市が管理すると

なると、例えば今僻地保育所っていうのは、お子さ

ん希望者であれば全員のお子さんを受けております

けれども、市の管理となるとそこは働く人の世帯で

ないと受けられませんとか、そういった一定の基準

を認可保育園と同じような基準で運営していくと、

それが果たして地域としてそれは望むのかどうかと

いった観点も一つあるのかなというふうに思いま

す。 

 ですから、そこは地域に入って地域の御意見と課

題等をお聞かせいただきながら、新しいあり方とい

うのを検討しようと思います。 

ひょっとすると、全市的な統一的なあり方になら

ないかもしれません。 

 それは、各地区地区ごとの対応になるかもしれま

せんけれども、まずはそうしたことを進めて31年度

中に取りまとめていきたいというふうに考えてま

す。 

○佐々木玲子委員 今回の件に関しましては、私ど

もとしても、今までについてもチェック体制が甘か

ったというのが１番の要因だろうと思っています。 

 そういう意味では、市の責任も大きいなと感じて

おります。 

 そこで今、今後の再発防止策と今後の対応につい

てという、２ページの僻地保育所の運営組織のあり

方及び内部牽制体制の確立を図るという、この言葉

のもっと具体的な中身についてちょっとお聞きした

いと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 僻地保育園を運営して

いくに当たって、現在の運営委員会の組織のあり方

ですね、役員のなり手として、今保護者それから地

域の方、そこで働いている保育士等の職員の方等で

構成されているのですが、そういうメンバーでいい

のか、また内部牽制機能を働かせるためにはどうい

う運営体制にすればいいのかということで、先ほど

副市長のほうからも御説明ございましたが、例え

ば、経理等での事務の負担が重たいというような御

意見があれば、そういう部分に対応できる対策とい

うのを考えていきたいというふうに思っております

し、いろいろあると思うのですが、例えば事務員に

ついては、事務員を雇うにしても各運営委員会でそ

れぞれや雇って配置するのがいいのか、それとも市

でそういう事務の方を雇って各園を定期的に周りな

がら事務をしていくほうが、それか内部牽制機能を

高めることになるのか、両方の視点からどういう体

制が１番よいのかということで検討していきたいと

いうふうに思っております。 

○佐々木玲子委員 ぜひ。このはまなす保育園の役

員の名簿を見ましても、委員長も保護者が兼務をし

て、保育士と保護者だけで役員が構成されていたと

いうところで、その地域、地域の保育園でいろんな

事情があろうかと思いますけれども、やっぱり第三

者の目が入らないというのは非常によくなかったこ

とではないかなと感じておりますので、ぜひその辺

のところ運営委員会の皆さんの負担が重くならない

ように、しっかりとまたその牽制機能が働くように

やっていただきたいと思うところです。 

 以上です。 

○山田庫司郎委員 まず説明をいただきました。 

 細かいことについてまた意見交換させていただき

ますが、その前にこういう事件が起きたというこ

と、いろんな体制の問題とかいろいろチェック機

能、運営について、長い間いい関係もありますけれ

ども変な馴れ合い的なものがあったのかもしれな

い。 

 いろんな意味での状況と背景はあるかもしれませ

んが、まず冒頭言わせていただきたいのは、どんな

事情があろうがこの事件を起こした２人について

は、本当に大変なことをしてくれたというふうに思

いますし、大変残念に思います。 

 それで、前回の委員会でもいろんな委員から出て

いますけれども、基本的には本人２人と運営委員会

が関わったと。 

 それで市の立場なのですが、いろんな意味で直接

的な立場ではないにしても、施設が公共施設である

こと、補助金についてはもちろん道や国の補助も含

めて税金が使われています。 

 市として、今回のこの不祥事について改めてどう

いう考え方でいるか、お聞きをしたいと思います。 

○川田昌弘副市長 これまでの僻地保育所の運営に

ついては、先ほど話をしたとおりですけれども、そ

の運営方法については長い間地域と協議をしながら

進めてきたという点があります。 

 そこはうまくいっているところもあれば、うまく

いってない今回のような事案が生じることになった

ところもあります。 

 ですから、今回の事案がそうした今までの運営方

法の長い間変化してこなかったというか、その中で
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体制自体が現在の状況に合っていないということ

が、今回の事案の一つの要因だとすれば、そこは設

置者としてもそこ反省すべき点なのだろうなという

ふうに思います。 

 ただ市の責任としてやはり１番大事なのはこの保

育事業を続けていくということが第一でありますの

で、そこは今回の事案を受けてしっかりと再発防止

をして、また、ほかの僻地保育園にも実態がどうな

のかということもしっかり把握しながら、新しいあ

り方というのを取りまとめていくという、そこが市

の果たす責任ではないかなというふうに感じている

ところであります。 

○山田庫司郎委員 今の段階での立場をお聞かせい

ただきました。 

 このことはこのことで、起こったことはやっぱり

ここはどうするか、一つの課題として、やっぱりこ

れからの課題をどうしていくかと問題点があれば直

していかなければならないと、やっぱりここに力を

私も入れなきゃならないと、私も考えています。 

 そういう意味で今、副市長からも言われたように

この僻地保育所もいろんな時代背景の中で、通年化

していくところも出てきていますし、当初設立され

た状況から変わってきているということも、相当背

景や状況は変わってきているのだと思います。 

 それで私も何人か園長さんを知っていまして、い

ろいろお話をしたこともありますが、それぞれ本当

に頑張ってやられていて、地域に馴染んでやってい

る運営委員会もすばらしくあります。 

 それぞれ頑張っていらっしゃるのですが、こうい

うことが一つ起きたということをしっかりきっかけ

にして、きちっとしていかなければならないと思い

ます。 

 それでいろんな方からも議論いただいて、今後の

課題として、やっぱり今運営委員会を画一的にこう

だっていうのは私は難しいと思います。 

 それで、この運営委員会方式が本当にいいのかど

うか、そこも地域によっては見直すことも大事にな

ってくると思います。 

 なかなか忙しいことと、大変なことになると後継

者がなかなかいなくなると。 

 そうなると町内会と一緒にしませんが、順番制で

やれとかっていうことになっているのが、本当にど

うなのかという現状もあることも含めて、地域があ

る程度動き出せるまでは、市がいい意味でのかかわ

り方を持つこともしていかなければならないと思い

ます。 

 それと、報告いただいただけで規約なり決まりは

きっとあるのだと思います。 

 それが保存されてなくてなかったという話の報告

を受けていますけれども、厳密に言えば、お金を借

りて口座つくるときでも規約や組織のものを全部出

さなければならない時代ですよ。 

 そう考えたら補助金出すときに、その辺も含めて

最初からきちっとしていかなければならない初歩の

問題だというふうに僕は思います。 

 だから、これからの部分ではここをきちっと整理

させる。探すのであれば探してもらう。 

 それがやっぱり引き継ぎにもつながっていくわけ

ですから。 

 ここはやっぱりきちっとしていただきたいことで

す。 

 そういう意味で私としてはですね、やっぱりこの

問題ときょうは議題ではありませんが、前にも議論

した一つの不祥事件がありますから、そういう意味

で市民に対して非常に信頼を失墜した事件だという

ふうに私も思っていまして、それは議会も責任ある

立場です。 

 ただやはり市としても、ここは市民に対してやっ

ぱりどうなのだという考え方もどこかで明らかにす

る場所も必要だと私は思いますし、そして今後の対

応、それと補助金、ここでは委託料の返還となって

いますけれども、これはもう当たり前のことだと私

は思いますしね。 

 30年度の47万5,573円との兼ね合いも含めて、精

算をしたいという意味合いで捉えていいでしょう

か。 

○清杉利明子育て支援課長 47万5,573円を差し引

いた金額を運営委員会から返還していただく部分に

ついては、29年度で正しい決算といいますか、横領

行為によって収支不足、要は赤字になっていた部分

でございますので、その部分を30年度へ繰り戻して

いかないと、今度30年度の保育園の運営ができなく

なってしまいますので、その部分は差し引いて委託

料の返還をしていただくということになってござい

ます。 

○山田庫司郎委員 私としては、やっぱりここまで

言っていいかどうかですが、市長がトップにいるわ

けですから、全ての補助金や委託料までとは言いま

せんが、私はこの機に市長から全課でこの辺のこと

をチェックするぐらいの思いを持っていただければ
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というふうに思います。 

 まずとりあえず討論に参加させていただいて質問

させていただいたので、またほかの委員もあると思

いますから、また皆さんも質疑なり討論を聞いて話

をしていただければと思います。 

今の段階では以上です。 

○栗田政男委員 今回の所管事務調査は、再発防止

策を検討する会議ではないんですよ。 

 そこまず認識していただかないと、それは後の話

なんで、全部の調査が完全に終わった上で、どうし

たら再発しないんだろうということを検討しなくち

ゃいけないんですけれども、どうもお話を聞いてい

ると再発防止だとか当たり前のことを言っています

が、今回出てきた資料は我々が要求したものの半分

も出ていないということですよね。 

 なぜ、この資料が今の時期まで２週間もかかって

この程度の資料しか私たちの手元に来てないんでし

ょうか。まずそれについて見解を教えてください。 

○清杉利明子育て支援課長 ２週間の部分でござい

ますが、庁舎におきましては３月４日から17日ま

で、平成29年度と平成30年度の２月分までの通帳・

帳簿・領収書等の突き合わせ、それから現金、預金

通帳の残高等の実査等を全てのもので確認チェック

をしまして、それを第一として調査をしておりまし

た。 

 横領額の確定とその中で判明した点を踏まえて、

現時点での再発防止策を検討し、ここに記載のとお

りの再発防止策を実施していくというような形にな

ったところでございます。 

○栗田政男委員 答弁になってないのだけれどね、

全然それでは答弁になってないのだけれども、時間

がかかったと。 

 見るのに時間がかかったということだと思うので

すが、時系列できちっとした何月何日に幾らおろし

て、何月何日に幾ら返還をしているという内容もき

ちっと出してくれとこっちからお願いしているはず

なのですよ。 

 なぜそれをきちっとしなくちゃいけないかという

ことは、現時点で通帳に手をつけた段階で。 

○井戸達也委員長 休憩いたします。 

             午前11時13分休憩 

             午前11時13分再開 

○井戸達也委員長 再開いたします。 

○栗田政男委員 その内容についての誤認があった

ようなので、それはまず撤回しますけれども、まず

はその時系列、いつ公金を横領したのか、これが非

常に重要です。なぜかというと、そこに手をつけた

段階で犯罪は成立してしまうからです。 

 もちろん返還した時期、それもいついつ返還した

っていうことがきっちりと多分書類上残っているは

ずなのですね。それも調査しているはずなので、そ

のことをまずいただかないとどうしようもないとい

うことが前提で、前にもお話しましたが、この犯罪

性についての認識は余りにも皆さんというか市側は

愚か過ぎるな、全然認識を持っていないと思いま

す。 

 僕はこの前これは親告罪ではないですよというこ

ともお話をしているわけです。 

 公務員としての職務上の、きちっとした規定を法

律にのっとってありますよということも話しており

ます。 

 ただ、その辺に対しての皆さん見解はどうなので

しょうか。 

○川田昌弘副市長 時系列の書類を出せということ

であれば少し時間はかかりますけれども、整理をし

て出すことはできますけれども、今この場でという

のは難しいと判断します。 

○栗田政男委員 それについては、後ほどやはり大

切なことなのできっちりと出していただきたいの

と、名簿については向こうの意向でこっちから要求

した名簿については上がってきていないということ

であろうかと思います。 

 ここまで来ますと、粗々その人物も特定されてい

るような現況がありますので、これについてはあえ

て追及をしませんけれども、こういう形の中で先ほ

ど指摘のあった園長が委員長兼務しているというの

はどうしてこういうことが発生してしまったのか、

過去にはこれは違ったように僕は認識しているので

すがどうなのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 はまなす保育園におき

ましては、だいぶ前だというふうには認識しており

ますが、地域から園長が出ていた時期もあったとい

うような認識はございますが、近年については運営

委員長が園長を兼務してきております。 

 また、ほかの園におきましても、委員長が園長兼

務しているところもあれば、園長を別で置いている

ような保育園もございます。 

 それは、各運営委員会においてさまざまな構成に

なっております。 

○栗田政男委員 いつ変更になったのかは今の段階
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でわからないということですね。 

 もう１点お聞きをしますが、運営委員会というし

っかりとした組織があるわけですが、ここと市との

契約締結はどういう形で行われて、どういうふうに

残っているでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 毎年３月の末で、債務

負担行為の議決をいただいておりますので、前年度

の３月中に委託契約書を締結して、４月１日から運

営をしていただいております。 

○栗田政男委員 それは書類としてしっかりと残っ

てるということで認識します。 

 契約内容ですが、それについてはきちっとした明

文化されたものが締結をされているという認識でよ

ろしいですか。 

○清杉利明子育て支援課長 何項目かの規定を設け

て契約をしております。 

○栗田政男委員 ぜひともその内容についても精査

をしたいんで、提出していただければなというふう

に思います。 

 設置者として責任どうのこうのという話も出てい

ましたし、今現時点できょうの段階ではこの事件

に、事件というか事案に対して、横領事件に対して

は何ら概要が見えてない状況です。 

 そういう中で特に今回、この報告書の中にもあり

ますが、倉庫を買うという行為、かなりの高額な固

定資産を買うのですけれども、こういうことも自由

にこの運営委員会でできるシステムなのでしょう

か。 

○清杉利明子育て支援課長 倉庫を買うというお話

をいただいたときには繰越金もございまして、その

中と当該年度の運営委託料の中で購入できるのであ

れば了承をしていたところでございます。 

○栗田政男委員 市が設置している市の財産に対し

て、運営委員会が市の財産を勝手に買うっていう行

為はいかがなものでしょうか。 

 その見解を聞かせください。 

○岩原敏男健康福祉部長 今回、物置を購入したわ

けですが、運営委員会が委託料の中の決算見込みの

中の不用額等の中で裁量をもって、運営委員会のほ

うが備品を購入しておりますので、この物置につい

ては市の備品ということに該当いたしません。 

○栗田政男委員 もし買ったとするならば運営委員

会の所有という認識でよろしいですか。 

○岩原敏男健康福祉部長 そのようになるかと思い

ます。 

○栗田政男委員 そのことに対して問題意識って原

課では感じませんか。当たり前のことだと認識しま

すか。 

○川田昌弘副市長 保育業務に必要な備品を運営委

員会が揃えるということに関しては、特に問題はな

いというふうに考えております。 

○栗田政男委員 全く私の認識というか、一般的な

一般市民の認識としては、これだけ高額な固定資産

を買う場合について、当然これは運営委員会が出す

ものではなくて市が設置して必要なものを用意して

借用するなり設置するのは本来の筋ですし、どうも

それだけ高額の余剰金が発生するというのが、私は

ちょっと理解できないのですが、それは監査が甘か

ったのかチェックが甘かったのか、それを含めてそ

れほど余剰金は予備費と言いますか余剰金ですよ

ね。余分に余ったお金はこの団体に必要なのです

か。 

○川田昌弘副市長 保育園の運営に関しては認可保

育園もそうなのですけれども、国もしくはその道の

基準に基づいて、１人当たりの保育人数にいろいろ

経費がかかるということで積算した１人当たりの単

価ということで、ここの園には幾らと。これは認可

保育園もそうです。 

 ですから、法人立の保育園ありますけれども、そ

こに対しての委託料も何人掛ける単価が幾らで幾

ら、その中で運営してくださいと。 

 ただ運営の中身については、例えば保育士の基準

だとかいろいろ保育事業をやるとか、そういったこ

とを当然やらなくちゃならないんですけれども、そ

の中で保育事業の中身というのは、ある程度裁量を

任せています。 

 ですから、何に使わなければならないとかそうい

うことではなくて、翌年度に繰り越す場合も当然あ

るでしょうし、そこはちょっとイメージとしては例

えば、地方交付税っていうのが、積算の基準は道路

１キロ当たり何ぼとか、学校１校当たりという基準

がありますけどれも、それに基づいて交付された交

付税は一般財源として使っているっていうのがある

んですけれども、それと同じとは言いませんけれど

も、割と保育人数１人当たりの単価で交付した補助

金について、通常であれば社会福祉法人とかそうい

うふうなところになりますけれども、そこが裁量を

もって保育事業をやっていくということの委託料、

そういった仕組みが委託料でございます。 

 ですから、これしか使っちゃだめだっていうよう
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な積算のもとに成り立ってる委託料ではないという

ことを御理解いただきたいと思います。 

○栗田政男委員 それは認識の違いと感覚の違いだ

と思います。 

 我々の感覚で到底考えられないことですが、そう

いう説明であればそれは飲むことにいたしましょ

う。 

 それでは、前回の質疑の中であった29年の春先に

倉庫の納期がおくれているということを指摘され

て、放置していて、こういう結果になっているので

すが、なぜその時点できちっとした調査ができなか

ったのかについての見解をお願いします。 

○清杉利明子育て支援課長 その後の実際の倉庫の

納品について、確認をしていなかった点については

市のチェック体制が欠けていたというふうに考えて

おります。 

○栗田政男委員 それについては、少なくても30年

度の横領事件は発生しなかったということだと思い

ますので非常に残念ですし、なるべく犯罪は小さい

うちに摘み取っていくべきだったのではないかなと

いうふうに思います。 

 まずその点は指摘をしておきますけれども、全額

弁済しているということなので、その弁済の時期ぐ

らいはもう今の段階できちっと押さえているという

ことですか。 

○清杉利明子育て支援課長 先ほども御説明をいた

しましたが、30年度中に何回かに分けて一部返金し

たと思われる収入がございますので、それを除いた

金額については、31年２月22日で運営委員会が確認

をした以降に納入がされているという確認を運営委

員会のほうに取っております。 

○栗田政男委員 途中で幾らか横領金額を返済し

て、全額ではないにしても３月22日時点で残りの部

分を返済しているということなので。 

これは、本人たちはお金がないから横領している

ので返済能力ないと思うのですよね。 

 だれがこれを返済したのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 ２名の方が返済してお

ります。 

○栗田政男委員 じゃあその本人が、どういう資金

繰りをして返済をしたという理解にあると思うんで

すけれども、本来そういうことができるならば何も

公金に手をつけなくたって遊興費に使ったとか、い

ろんなことを言われていますが、その辺のそのどう

いう使い道でどういうふうにしたっていうことにつ

いての内容調査は済んでいるのですか。 

○清杉利明子育て支援課長 その部分については、

個人の遊興費に使ったということで聞いておりま

す。 

○栗田政男委員 遊興費ですから遊びに使ったとい

うことでしょうね。 

 頑張ればそのお金は資金繰りができて、返済もす

ることができたということだと思うんですが、発覚

するまでなぜ返済できなかったんでしょうね。 

○清杉利明子育て支援課長 今までの調査の中で

は、どうして返済できなかったのかっていうところ

までは把握しておりません。 

○栗田政男委員 原課は本人とも直接お話をしてい

るでしょうし、していないということはないと思う

ので、我々がここに本人たちを招致してやるってい

うのは余りにも露骨な話なので、いろんなこともあ

りますからそれはできないことだと思いますけれど

も、皆さんは当然、その細部についての調査をする

職務、職責がありますから、それをちゃんと遂行し

ていただきたいと思うことと、ここは非常に大事な

ことであって、返す能力があるのに発覚して完全に

押さえられるまで返さなかったということは、極め

て悪質な行為なのですね、これは。 

 お金がなくて、やむにやまれず生活のために公金

に手をつけてしまったっていうのは、もうやっぱり

それと全然次元が違う話なんで、遊興費に使いまし

た。 

 発覚しなければ、まだまだ横領続けていましたと

いうような認識でよろしいのですか。 

○井戸達也委員長 休憩します。 

             午前11時30分休憩 

             午前11時38分再開 

○井戸達也委員長 再開いたします。 

 それでは栗田委員、論点を整理して発言いただき

たいと思います。 

○栗田政男委員 失礼いたしました。 

 ちょっと冷静に指摘をしたいと思います。 

 まず、運営委員会のほうで委託費の１番大きな部

分は多分人件費だと思うのです。 

 人件費の部分で人件費ってのはただ支給すればそ

れでいいということではないので、いろいろ税控除

したり、社会保険の控除したりいろんな作業が出る

んですが、僻地保育所においてはその作業っていう

のはどなたが行われているのでしょうか。 

○岩原敏男健康福祉部長 運営委員会の保育士など
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の職員の保険料の控除と関係でございますが、市の

ほうの運営委託料の積算基準でも、社会保険料等の

事業主負担分を委託料積算としておりまして、社会

保険、それからいわゆる労働保険関係につきまして

は、各運営委員会のほうで社会保険事務所の手続

き、それから所得税につきましても控除しまして、

運営委員会が年２回所得税を税務署に納めておりま

す。 

○栗田政男委員 人数に関係なく、これは大変な作

業なので御苦労されているのだと思います。 

 運営委員会の中ですからその中には職員の方も入

られているんで、もしかすると自分のこともやられ

ているのかなっていう気がしますから、それは全然

何ら問題ないのでいいのですが、この運営委員会、

特にはまなす保育所の運営委員会という組織の中

で、報酬がそれぞれ支給されていると思うんです

が、その職員給与はまた別にして、その内容につい

て教えていただきたいと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 はまなす保育園におき

ましては、運営委員長が年間１万5,000円、それか

ら会計担当は年間で３万5,000円の手当という形で

支給をしておりますが、この部分につきましては保

護者等の特別負担金、それから地域からの助成金で

別会計をもっておりまして、その中で手当を支給し

ております。 

○栗田政男委員 別会計ですか、特別会計だと思う

んですが、それについては一般の公金のほうからの

支出ではなくて皆さんからお集めしたお金の中で、

気持ち差し上げているというような認識でよろしい

ですか。 

○清杉利明子育て支援課長 実質的な事務が委員長

と会計の事務が多いということで、この二つの役職

の方に対して、保護者等からも一部負担をいただき

ながら、また地域からも負担をいただきながら、手

当としてお支払いしているというふうに運営委員会

からは聞いております。 

○栗田政男委員 運営委員会の組織が見えてきたの

ですが、報告書の中の１ページ目に処分等という部

分で全額弁済済みであるというのはお聞きをいたし

ました。 

 これは本人が行ってるということであります。 

 両氏が保護者会で謝罪して、保護者会っていうの

はいつこれどういう状況で開かれているのですか。 

○清杉利明子育て支援課長 本年の２月25日に保護

者及び運営委員会の役員を集めまして、２名の方も

同席のもと今回の事案についての説明及び本人から

の謝罪を含めて、説明会として開催したというふう

に聞いております。 

○栗田政男委員 自分たちも罪を認識して謝罪をし

たということですから一定の評価をしたいと思いま

すけれども、その次に一定の社会的制裁を受けると

いうのは謝罪をしたことによって一定の社会的制裁

を受けているというふうな認識でよろしいですか。 

○清杉利明子育て支援課長 地域の方には２名の方

が本人であるということは、その場でわかっており

ます。地域の役員の方、町内会長ですとか、区長に

おきましても、運営委員会から説明を後にしている

ということで、また地域におきましても、一定の社

会的制裁を受けているということで考えておりま

す。 

○栗田政男委員 出すのがいいかは別にしても社協

の問題がございました。 

 事件を起こした職員は退職され、退職金も支給さ

れなかったという報告をいただいていますけれど

も、生活の主たるものを奪われてそれなりの経済

的、社会的制裁を受けられるということなのです

が、今回のケースの場合については先ほど報酬も聞

きましたが、寸志程度の報酬ですから、それが報酬

になるっていうか役付きの云々になるということに

は多分ならないのでしょうから、位置づけとしては

交通費程度のものではないかなという認識を持って

いるんですが、北浜町内会と丸豊の区会が多分当た

るのかなと思いますけれども、そういう中で報告を

受けて制裁を受けたというのは、あまりちょっと、

本当の意味で制裁になっているのかなっていう僕は

気がするのですが、その辺の見解はどうなのでしょ

うか。 

○岩原敏男健康福祉部長 この一定の社会的制裁で

すが、これも地域の方に御説明されたということ

も、これは運営委員会のほうの意向ということにな

りますので、このようなことと思います。 

○栗田政男委員 運営委員会の判断でそういうふう

にされたということわかった上で、市としてこうい

う社会的制裁という部分はどういう認識でいらっし

ゃるかということをお聞きしたかったのですが。 

○川田昌弘副市長 今回の事案に関しては、北浜の

運営委員会がかなりきちっと実態の調査と把握、そ

れから金額の確定等非常に精力的にやっていただき

ました。 

 これは改めてその調査の組織を立ち上げて、運営
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委員会のみならず父母会からの代表だとか、幹事だ

とか、そういった調査組織を立ち上げてきっちりや

っておられました。 

 それは、我々も確認をしております。 

 今回の事案についてやっぱり１番憤りを感じてい

るのは、やはりそこの地域でよりよい保育園をつく

っていこうと思って、運営に携わってこられた

方々。そして、その何より子供を預けている父母た

ち、そういう人たちが非常に憤りを感じているのだ

ろうというふうに思います。 

 そうした方々の思いも、父母会とかをやって説明

してきていると運営委員会はですね、そうした方々

の思いも参酌して、運営委員会としては刑事告発、

告訴はしないという結論を一定の方向を出したとい

うことでありますので、そこは市としても尊重した

いというふうな考えでいます。 

 市のほうも新たに調査を行って、報告されてない

新たな被害を確認したとかそういった事例はありま

せんでした。 

 ですから、その事案の概要については、運営委員

会の報告と一致しているということで、さらに一定

の公になっているということから考えて、市として

もそういうふうな運営委員会の意向を尊重したいと

いう考えでいます。 

○栗田政男委員 それは変わらずのスタンスだと思

いますのでＯＫをしたいと思いますけれども、市民

感情としてこういう事案が発生したときに、弁済を

したから全て許されるっていうのは、やはり日本は

法治国家ですから、法治国家の中でこういう犯罪が

立証されて、自分で自白をしているということを事

実があったときに、それを見過ごして今後ないよう

にしようねということだけで済ませるというのは、

僕はやっぱりいかがなものかなと言わざるを得ない

ということであります。 

 もちろん運営委員会のほうとしての見解を尊重し

なくちゃならないと思いますが、なぜこういうこと

になって報道はしますし、発表しますけれども告訴

しませんなんていうのは、どういう意味合いがあっ

てやるのか、内部的なだれが告発したとか副委員長

っていうことを報告されていましたが、なんなのか

なって僕はちょっと理解できないのですよね。 

○井戸達也委員長 栗田委員、告発をしたという内

容の発言の訂正を求めます。 

○栗田政男委員 失礼いたしました。 

 告発ではなくて、こういう事態が発生したという

言い方に直したいと思います。 

 不思議でしょうがないというのが一つの見解であ

ります。 

 要するに報告はするけれども、発表もするし、告

知はするけれども、告発はしないという見解のやり

方がどういうものかなというふうに思いますし、当

然これは前の委員会でも申し上げましたが、公務員

法の中にうたわれてます。 

 皆さんも私たちもある意味では、特別職の公務員

になりますので、公務員の職務上犯罪を認知したと

きは個別義務を負うというのは明確にうたわれてい

ることなので、その義務違反ということになります

から安直に告発をしない、告訴しないというような

取り扱いはいかがなものかなというふうに僕は思っ

てしまうのですが、これについても多分答弁はしな

いのでしょうけれども、どうですかその認識につい

て。 

○岩原敏男健康福祉部長 今、公務員の告発の義務

のお話ございました。 

 この場合につきましては、その職務執行の中でそ

の関係する部分で犯罪を発見した場合については、

当然公務員としての告発の義務というのはあります

が、既に公になっている分について、公務員個々に

告発の義務というのは違うものというふうに考えて

おります。 

○栗田政男委員 既に公になっているものについて

告発するというのは、その公務員上の要するに職務

上犯罪を認知したときに、負う告発義務と違うとい

う認識なのですか。 

○井戸達也委員長 休憩いたします。 

             午前11時53分休憩 

             午前11時54分再開 

○井戸達也委員長 再開いたします。 

○岩原敏男健康福祉部長 公務員の告発義務につい

てでございますが、先ほどお話しましたが、職務中

に発見した場合、例えばですけれど業務中に偽造の

ようなもの発見したとか、そういうのを発見したこ

とによって、これで犯罪であるから捜査機関に対し

て告発していくというのが、国家公務員、地方公務

員とかの個々にそういう意味で発生してくるとは思

いますが、この場合のように既に公表されている事

案について、公務員の告発義務とは若干違うものと

いうふうに考えております。 

○栗田政男委員 その先の議論はまた違った場面な

のだろうかと思いますけれども、私はやっぱりその
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職務上の大切な義務であるというふうに考えており

ます。 

 犯罪があったときに目をつぶって見過ごすこと

は、簡単なことなのかもしれないけれども、私たち

はやっぱり公にする職責が必ず人間としてあると思

うので、それについてはちょっと違うのかなという

指摘をしたいと思います。 

 だいぶいろんな詳細については見えてきました

し、今回の犯罪の内容についても見えてきました。 

 そこでやはり必要なことは、再発防止ということ

を声高にうたうのであれば、きちっとした調査と現

実、今回起こった事実関係をはっきり真摯に受けと

めた上で、先に進まなくてはまた同じような事案が

出てきてしまうというふうに思わざるを得ません。 

 組織に問題があるから、公金に手をつけていいな

んていう倫理感は日本のどこにもございません。 

 これはどんなことがあっても、これは曲げられな

い事実ですから、取ったことの事実、そこにお金が

あるから人のものを盗ってもよいなんていうこと

は、日本の法治国家の中ではどこも照らし合わせて

も無理だと思います。 

 その認識はきっちり持たなくちゃいけないです

し、それを発見したときに我々は、この前も話しま

したが司法権はございません。 

 ただ逮捕することができます。これは皆できるの

です。 

 いろんなことがありますけれども、やはり司法当

局のきちっとした捜査にとらざるを得ないというの

が私の見解であります。 

 まずは…、静かにしてください。 

○近藤憲治委員 誤った認識を公の場で発言しない

ほうがいいですよ。 

○栗田政男委員 静かにしてください。 

 手を挙げて質疑をしてください。 

 そういう関係の中で私は捉えるのが普通でありま

すし、その認識はなんら間違ってないと思いますの

で、その辺のこともやはりお互いの認識の違いです

から、少し検討していただければなというふうに思

います。 

 領収書っていうのは今出たんですが、領収書の改

ざんというのが一部報道等でちょっと見えたような

気がするんですが、今回物を買った領収書を入れた

という実態はなかったということで理解していいん

ですか。 

○清杉利明子育て支援課長 そのような事実は確認

できませんでした。 

○栗田政男委員 良かったですね。 

 それがあるという有印文書偽造という大変な罪に

なりますので、そこも心配したところなんで確認を

しました。 

 私のほうからはとりあえず以上です。 

○井戸達也委員長 ほかに。 

○平賀貴幸副委員長 とりあえず聞ける範囲で聞い

ていきます。 

 まず、契約のことを聞きたいのですけれども、

元々その昭和42年にこの条例ができて46年に僻地保

育所の施行規則ができているのですよね。 

 それからいろいろ改正しているという経過なので

すけれども、契約するときに提出される書類はどん

なものになっているのですか。 

 契約書にもちろん判子をつけるのでしょうけれど

も、そのときに同時に提出されるものとはどんなも

のなのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 基本契約時においての

提出書類というのは特にはございません。 

○平賀貴幸副委員長 網走市の各事業全てそうなの

ですか。これだけ特別なのですか。 

 ちょっとすごく不可思議なのですけれども、契約

書だけしか出さない契約って信じられないのですけ

ども本当ですか。 

○清杉利明子育て支援課長 ４月１日の園児数です

とか、それに基づいて第１四半期の委託料を積算し

たものの内訳書みたいなのはあわせていただきます

が、その他の書類としては特に提出を求めておりま

せん。 

○平賀貴幸副委員長 認識を引き続きさせていただ

きますけれども、その際に規約も添付されてないか

らないことに気がつかなかったのかもしれないと思

うのですけれども、運営委員会の構成がどんな人な

のかっていうことも、市としてはチェックをする機

会がなかったのですか。 

○清杉利明子育て支援課長 その実績報告のときに

は、毎年各運営委員会総会を開いておりますので、

そこでの決算書を含めた資料として実績報告時には

いただいております。 

○平賀貴幸副委員長 そうすると、その時に決算状

況とあわせて運営委員会はどんな体制かと認識して

いたということですね。 

これはずっとそうだったということですか。 

○清杉利明子育て支援課長 近年はそのような形で
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実際はやっておりました。 

○平賀貴幸副委員長 とある僻地保育園の運営規則

が手元にあるのですよ。どこの園かは言いませんけ

ども、附則を見ると、この規約は平成26年３月15日

から施行すると書いてあります。 

 その次には、平成28年６月４日一部改正とか書い

てあります。 

 言ってる意味わかりますか。平成26年以前に規則

はなかったということがこれ見たらわかるのです

ね。 

 ここの園に私が聞き取ったところですね、以前園

長だった方からお話を伺ったのですが、実はそのと

きに、運営委員会が誰なのかもわからない状態だっ

たそうなのですよね。 

 その状態でこれ平成25年頃まであったという事実

があって、その実態を市に対して報告して是正を求

めていたり、いろいろしているのですけれども、そ

のときに網走市はどんな対応なさったのですか。 

 つまり、ほかの園に対してこういったことはない

かどうか調査をするということをちゃんとやられた

のですか。 

○清杉利明子育て支援課長 その件については、確

認をしたいと思います。 

○平賀貴幸副委員長 されていないから私はこうい

うことが起きたと思っているんですよね。 

 つまり何を言いたいかというと、規約がない状態

で、一体何に基づいて運営されたというふうに市は

思ってらっしゃるんですかね。 

 そこ私はわからないので教えていただきたいんで

すが。 

○井戸達也委員長 休憩します。 

             午後０時02分休憩 

             午後１時00分再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き再開いたしま

す。 

 それでは、平賀副委員長の質疑に対する答弁か

ら。 

○清杉利明子育て支援課長 その保育園の運営委員

会におきましては、平成25年度におきまして委託料

の実績報告時に、総会の議案資料と決算書を含めて

の資料を提出していただいているのですが、その際

にその総会の名称が父母と保育士の会という名称で

の総会資料が添付をされていたことから、その当時

の役員の方と相談をしまして、運営委員会の組織を

した上での総会資料を提出していただきたいという

ような事の改善をお願いしたという経緯があるとい

うことは確認をとれました。 

 ですので、その際の改善の相談事の対応を含めて

御説明したときに、規約を運営委員会への組織と規

約の制定について、平成26年の３月に規約の制定を

含めて会を組織したというふうなことで確認をして

おります。 

○平賀貴幸副委員長 実はですね、これ以外にもと

ある園で同じようにない状態で、保育行政にかかわ

った方がたまたま園長になったときにそれがわかっ

て、改めて規約等整備された実態があることも把握

しているのですよね。 

 そのときのものを参考にして、これはつくられた

んだというふうに私は伺っています。 

 そういったことを市に申し出されているにもかか

わらず、ほかの園の実態がどうなっているか調査を

しなかったのはどういうことなのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 先ほども申し上げたと

おり、実績報告時に添付されている運営委員会の総

会の議案資料が、運営委員会の名称での総会でそれ

にかかわる議案の資料が委託料の実績報告時に添付

されていたことから、運営委員会としては組織され

ているという判断で、その後の調査を含めたものは

していなかったというふうに考えております。 

○平賀貴幸副委員長 申しわけないですけれどもち

ょっと意味は全然理解できないのです。 

 私が伺っているのは、それを認識したのにもかか

わらず、ほかの園に対してどのような状況になって

いるのか調査を行わなかったのは何でなのですかっ

ていうことです。 

 普通そういうことがあったら、ほかの園にも調査

をするもんだと思うんですけれども、何でそういう

ことをしなかったんでしょうか。 

○井戸達也委員長 休憩いたします。 

             午後１時04分休憩 

             午後１時06分再開 

○井戸達也委員長 再開いたします。 

○清杉利明子育て支援課長 ほかの園につきまして

は、現在規約は、はまなすを除いて規約が制定され

ているのですが、その当時平成25年度における段階

におきましては、運営委員会の総会の資料が市のほ

うに提出がされていたことから、規約を含めてほか

の園については運営委員会が組織されているという

認識のもと調査まではしていなかったということで

ございます。 
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○平賀貴幸副委員長 その時の担当課長さんではな

いので、直接責任が今の課長さんにあると私は思っ

ておりませんけれども、市として本来であればその

ときにきちんと通達なり調査なりしておけば、まず

その契約が存在しないというあり得ない状態を防げ

たと思うのですけれども、それについていかがです

か。 

○清杉利明子育て支援課長 その点については、市

の確認不足という点はあるというふうに思います。 

○平賀貴幸副委員長 そうなのですよね、そこから

まず始まるのだろうなと思いますから、そこをはっ

きりさせる必要があると思っております。 

 先ほどちょっと伺いましたけれども、規約がない

とすれば何に基づいて、このはまなす保育園さんは

運営されていたか不明なのですけれども、何に基づ

いて運営されていたのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 運営委員会の役員間で

の引き継ぎといいますか、そういうことで会として

も役員を総会において選任してきて、運営も行って

いたということだと思います。 

○岩原敏男健康福祉部長 はまなす保育園の規約の

関係ですけども、それが過去にあったのかなかった

のかも正直わからないということです。例えば今

回、２年に１回役員が改選されるというルールでや

っておりますから、やはりそこらへんからすると当

然あったのではないかと思うのですけれども、正直

そこがあるかないかというのが、この規約はちょっ

とわからないというのが正直なところでございま

す。 

○平賀貴幸委員 そこははっきりしたので、これは

またはっきりすると思うのですけれども、規約があ

ったのか、ないかわからないということは何に基づ

いて運営されたのかわからないということになりま

す。 

 そうすると、この役員会の名簿、氏名はわかりま

せんけれども、役員会名簿が一体何に基づいて役員

が選出されるのかもわからないことと思うのですけ

どもどうですか。 

○岩原敏男健康福祉部長 平賀委員のおっしゃると

おりだと思います。 

○平賀貴幸副委員長 そうだと思うのです。 

 そうすると、この調査方法の概要が実は残念なが

ら効力がないのだということがはっきりするので

す。 

調査をされた事実がはっきりしたというのはわか

るのですけれども、処分などのところ、既に全額弁

済済み云々のところ、ここの運営委員会は規約もな

い状態でよくわからない状態で運営された方々が、

そういう形で運営されていたところなので、告訴す

るとかしないとか、そういったことを決める権能を

有してないのですよ。 

 そこを認識した上で、市としての判断を考えなき

ゃいけないということだと思うんですけれどもいか

がですか。 

○川田昌弘副市長 規約に関しては現実に見当たら

ないという状況ですから、あるともないともお答え

できないんですけれども、ただ実際に運営委員会と

してずっと歴史上続いてきていると、そこは引き継

がれてきているというふうなことを考えると、組織

として運営委員会はないとは言えないと思うんです

よね。 

 それは法的なその根拠となるものが、今、実際に

は見当たらないということであって、私は組織をつ

くるとき、その会長つくるときというのは、規約は

当然あったと推測をしています。 

 ただ、そこが実際にその保育園で探したところそ

の書類が見当たらないということですから、そこは

お示しをすることができないのですけれども、私は

組織としての実態はあるというふうには認識をして

いるとこであります。 

○平賀貴幸副委員長 実態がないと申し上げており

ませんが、規約がない、そして規約に基づいている

のか何に基づいているのかわからない状態で役員さ

んが選ばれている状態の中で、処分などについて決

める権能がないと私は申し上げているのですが、存

在がないとは言ってないです。 

 存在がないと委託契約結べないわけですから、そ

れに近い状態になったのかもしれないけれども、た

だ、こういうことを決める権能がないのですよね、

あるはずがないのですよね。 

 そのことをちゃんとはっきりさせる必要があると

思うのですけどいかがですか。 

○川田昌弘副市長 組織として存在があるという以

上、そこの組織で運営されていたわけですから、そ

こは組織としての権能、法律的な権能っていうふう

に厳密な解釈をどう判断していいか即答できません

けども、私は判断する根拠はあるのではないかとい

うふうには考えています。 

○平賀貴幸副委員長 あると思いたいってことかな

としか思えないですよね。 
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 でも、やっぱりその規約もない状態で、役員さん

もそれに規約に基づいて選ばれているのかどうかも

わからない状態では、そこはやっぱり権能はどう考

えてもないとしか言いようがないと。 

 ですからここについての処分については、告訴を

するのかしないのか、あるいは被害届をきちんと出

すのか出さないのか含めて、網走市の責任だってい

うことを私は申し上げておかなければいけない、運

営委員会の責任ではありません。 

 そこは明確にしておかないと、絶対いけないと思

います。 

 それについて議論しても平行線になりますので、

議論しませんけれども、そういうもんだということ

を押さえてください。 

 そうしないとやっぱりこれはいけないと思いま

す。 

 その上でですね、再発防止だとかこういったとき

の責任のありかをしっかりするために、規約をつく

ったり、それに基づいて役員を選考するということ

を、これからやってくというのが筋じゃないですか

ね。 

 もう一度答弁してもらえますか。 

○川田昌弘副市長 運営委員会の規約の関係で、運

営委員会そのものの根拠となるものがないというこ

とは、それは是正しなくちゃならないと思いますの

で、そこはしっかりとやっていきます。 

 その上で、従前からの引き続いている運営委員会

のあり方について、今後もしっかりと検査等をして

いくというふうな考えでいます。 

○平賀貴幸副委員長 ちょっといろいろまだ議論が

必要だなと思うところです。 

 繰り返しますけれども、現状では運営委員会にそ

こを決める権能はありません。 

 そこだけは改めて申し上げておきます。 

 続いて、状況確認しなければわからないこともあ

るので伺いますが、12月26日に倉庫の発注をキャン

セルしたとわかったということなんですけれども、

そもそも倉庫はいつだれがどうやって発注したとさ

れるんでしょうか。 

 これは、発注をして領収書云々という話がありま

したが、発注した事実がないのか、あるいは発注し

たという架空の事実をつくり上げたのかどういうこ

となのかちょっとわかんないのですけれども、教え

ていただけますでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 その部分については、

保育園の中で冬場の遊具等含めた倉庫といいます

か、物置といいますか、そういうものが必要だとい

う話は全体の中では上がっていて、その中で運営委

員長が倉庫を発注するということになっていたと。 

 ただ、発注したという事実はないです。 

 委員長が倉庫を建てるのに発注します、委員長が

発注するということを運営委員会のほうに話をして

いたというところです。 

○平賀貴幸副委員長 発注の事実はないけど、発注

するということを言ったということは背任なのかな

と思うのですけど、それについて認識はいかがです

か。 

○清杉利明子育て支援課長 その時点においては、

運営委員会としても発注されているものだという認

識のもと進んでいたということでありますので、そ

の時点において判断は難しかったのかなというふう

に思います。 

○平賀貴幸副委員長 それでは30年春に担当から聞

いたときのやりとり自体、これから届くと言ったと

いうこともありましたね。 

 それについてどうだったっていうのは、先ほど栗

田委員の答弁でもあったとこですけども、この事実

は明らかに背任だと思うのですがいかがですか。 

○清杉利明子育て支援課長 確認をしたときには、

委員長からは、物はあるのだけれども雪解け後に設

置するという回答を信じていたというところでござ

います。 

○平賀貴幸副委員長 ですから、本来発注もしてい

ないものを既に着服行為があった状態で、そういう

話をされたのですから、それは組織に対するその運

営委員会に対する背任行為だと思うのですけれど

も、その辺についての認識はいかがですか。 

○川田昌弘副市長 その事案が背任になるかならな

いかっていうのは、結局その当事者、いわゆる運営

委員会に対する背任だと思いますけれども、その当

事者とのどういうやり取りがあったか、もしくはな

かったのか、その辺が要点になるのではないかと思

いますので、今市のほうでそこの部分の詳細までお

答えするという状況にはないということでございま

す。 

○平賀貴幸副委員長 そこは理解できなくはないの

ですけれども背任になるのだろうと思いますし、場

合によっては、市がだまされたのかもしれないです

よね。 

 そのときに詐欺になるのかもしれない、そこはわ
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かりませんが、そういったことがあったということ

も一つ重きを押さえておかなくてはならないと思い

ます。 

 それで、２ページに弁済されたのが76万9,000円

で最初確認したとありますけれども、これ入金した

のはどなたなんでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 元委員長のほうから入

金されております。 

○平賀貴幸副委員長 最終的に残りの金額を含めて

弁済になったのですけれども、これについては２人

で弁済されたというふうに理解してよろしいです

か。 

○清杉利明子育て支援課長 ２名から全額を弁済さ

れております。 

○平賀貴幸副委員長 弁済の状況はわかりました。 

 もう１点ですけれども、２月26日に疑念を持って

内部調査に着手されたと書いてありますけれども、

最終的に確かだとわかったのが、御本人たちが認め

たのが２月22日だって、前回聞いたと思うのですけ

れども結構時間空いていますよね。 

 それまでの間にどんなやりとりがあったのか、何

でそんな時間がかかったのかと思うんですけれど

も、どんな感じでしょうか。 

 その認めるまでの間というのが随分あるなという

のが不自然なので、どういうことかなと思いまし

て。 

○清杉利明子育て支援課長 最初は２月22日に横領

したということは認めたのですが、金額の総額につ

いては、この時点で詳細までは運営委員会として把

握し切れてないところがございましたので、そのあ

とに運営委員会として内部書類等の調査をして、金

額を調査した上で、最終的に総額で257万8,976円を

横領しましたねということで、２名に確認を取り認

めたというところでございます。 

○平賀貴幸副委員長 金額は確定するまで横領した

かどうかを認めなかったっていうことなのですか

ね。 

 ちょっとよくわからないですけど、金額の運営委

員会中の確定日と横領を認めた日がイコールだとい

うことですか。 

○清杉利明子育て支援課長 ２月22日の時点では、

横領したことはその時点で認めたのですが、金額に

ついては、この金額だというところの確定といいま

すか確約といいますか、とれなかったというところ

です。 

 運営委員会としても、そこは把握をし切れていな

かったので、その後にさらなる内部調査を行い、金

額を確定させて最終的にも両名から確認をとって認

めさせたというところでございます。 

○平賀貴幸副委員長 それで３月１日に報告ってい

う形なのだということは理解したのですけれども、

そうするとですね、12月26日から２月22日までの

間、金額の確定のことをちょっと置いといても、横

領を認めない期間が２カ月ぐらいあったのですよ

ね。 

 これどんなやり取りがあって、どうだったという

ふうに把握されているのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 昨年の12月下旬におい

て、倉庫の前払いしていた金額を返納したいという

ような話が運営委員会にあったところで、運営委員

会としては、そこで疑念を持ったわけなのですが、

その時点では、両名については横領したということ

は認めてはいない状況です。 

○平賀貴幸副委員長 そうだと思うのですけれど

も、その２カ月かかった間のやり取りでどんなこと

があっかたというのは、把握されてないのでしょう

か。 

○清杉利明子育て支援課長 その後、年明けからは

書類等のチェックみたいなのはしていたけれども、

細かいやり取りをどうしたということはなく淡々と

書類等の確認とかを運営委員会としては行ってい

て、横領しただろうっていうのが見えたのが２月22

日に一応、本人を含めて確認をしたという流れでご

ざいます。 

○平賀貴幸副委員長 本人たちの聴取をせずに書類

だけを２か月間調べていたということですか。 

 そういう理解でよろしいでしょうか。 

○岩原敏男健康福祉部長 平成30年12月26日から約

２か月間という話なのですけども、そこについては

お話の中では再三にわたり説明を求めていたという

ことですから、その都度については両名の方が否定

されていたのではないかというふうに推測しており

ます。 

○平賀貴幸副委員長 その辺もちょっとはっきりさ

せてもいいんじゃないかと思うんです。 

 というのは、真実は私もわかりませんけれども、

結構こんなこと言われます。 

 脅迫をされたので横領してしまったというような

シナリオでやりたいんだみたいな形の話があっただ

とか、そういった発言もあったという話も実は聞い
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てるんですよね。 

 それで時間はかかったという話も実は聞いていま

す。 

 これが本当にあったのかどうかってちゃんと調べ

なきゃいけないと思うんですよ。 

 というのは、もしそういうことがあったとした

ら、これは悪質なのですよね。 

 そうすると刑事告発しないっていうことを、網走

市として追認してくという判断が果たして適切だっ

たのかということがやはり問われると思うのですよ

ね。 

 その辺も含めてですね、しっかりやりとりをはっ

きりさせていく必要があると思うのですけどもいか

がでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 その辺の経過、また状

況ですね、その辺については、運営委員会のほうに

確認してまいりたいというふうに思います。 

○平賀貴幸副委員長 委員会に示していただきたい

とまでは言わないのですけれども、しっかりとその

辺のやり取りも含めて市で把握して精査しないと、

私は判断を誤りかねないと思いますので、しっかり

やっていただきたいなと思います。 

 それから３番目の委託料の返還についてですけれ

ども、返還された後のお金の取り扱いってどういう

ふうになるんですか。 

 市で受けた後どういうふうになるんですか。 

○清杉利明子育て支援課長 29年度分については過

年度の部分でございますので、返還金として収入を

するという形になりますし、30年度分については、

当該年度の精算において行うことになります。 

 あと、国費と道費も入っておりますので、その部

分につきましては、道とも協議の上最終的な実際の

額での報告をさせていただき、その後返還が生じる

かどうかについては協議することになります。 

○平賀貴幸副委員長 認可外保育施設の指導監査要

綱という道の資料を見ていくと、道の監査も定期的

に入るような形で書いてあるのですけれども、その

辺は過去実際に入ってきたりしたことあるのです

か。 

○清杉利明子育て支援課長 平成30年度におきまし

て、僻地保育所のほうには入ったということがござ

います。 

 ただ、それ以前につきましては、前回がいつだっ

たかというところは把握をしておりませんが、数年

間は入っていなかったというところで、今回平成30

年度で監査が行われたということでございます。 

○平賀貴幸副委員長 いろいろわからないところも

まだありますけれども、ある程度状況見えてきたな

というふうに思えてきました。 

 ２人でやったということですから、共謀関係があ

ったのだろうなというふうに認識しているのですけ

ども、そこは市としても同じ認識ですか。 

○清杉利明子育て支援課長 １番最初のときは、運

営委員長が１人でということで始まったということ

で途中から会計の人も加担をして、また会計担当者

みずからも私的に使用していたということで、確認

をしております。 

○平賀貴幸副委員長 共謀関係も結果的にはあった

ということになりますし、見つかるまでそのまま続

けていたということだとかも、もろもろ含めて重た

い間違いを犯したのだなと改めて言わざるを得ない

と本当に残念だなというふうに思います。 

 やっぱり今後のことを考えると、ちょっと議論戻

るかもしれませんけれども、私はその運営委員会の

規約等の状況を考えて、告訴するかしないかという

ことを判断する権能はないと思うので、網走市で考

えるべきだと思うのです。 

 先ほど副市長の答弁では背任に当たるかどうかに

ついても市としての見解は避ける、これは当たり前

だと思います。これを判断するのは警察なり法的機

関の話なので、だからこそここはきちんと被害届と

いうものを出していくということを、市がみずから

するのかそれとも運営委員会がするのか、これは絶

対必要だと思うのですよね。 

 それをしていかなきゃいけないと思います。 

 市民からいろんな意見をいただきます。 

 もうそのまま紹介しますけれども、無利子でお金

を貸してくれて返せば何ともないなんて横領天国だ

としか言えないんじゃないかというふうに言われま

した。 

 ショックでしたけれども、返す言葉はありませ

ん。 

 それから、子供をこれから育てていくのにこんな

まちにいたくないと思っている親はたくさんいま

す、なんてことも言われました。 

 こんなこと言われてものすごくショックで、悲し

いなと思いました。 

 やっぱりきちっとした対処をしなければいけな

い、もちろん副市長が答弁したような法的な比例原

則などいろいろあるのですけれども、最低でも被害



- 17 -  

届を出してどうするかっていうのは、司直の判断と

いうのですかね、当局の判断というのでしょうか。

そういうところに委ねるということは、私はやはり

こういった状況を招いた市としての責任の果たし方

だというふうに思うのですよね。 

 もちろん副市長おっしゃったとおり、再発防止を

徹底していくのも大切な市の責任の果たし方です。 

 それについて私も同意しますが、一方もう一つそ

ういったことについてしっかり答えていくっていう

のは、市として大事なことだと思うのですけれども

いかがですか。 

○川田昌弘副市長 捜査機関に委ねる方法として何

種類かありますけれども、被害届という手法も捜査

機関に捜査の端緒を与えるということでは、一つの

手法としてあるのかなというふうに思います。 

 被害届にしても、実際に被害を受けた方から出さ

れるのが、本来被害届なのだろうというふうに思い

ます。 

 そこは、きょうの委員の御意見、それから委員会

の皆さんの御意見も含めて、運営委員会のほうに伝

えて運営委員会の判断もどう判断されるかというこ

とも、今後お話をしながら運営委員会の御意見も聞

いていきたいというふうに思います。 

○平賀貴幸副委員長 運営委員会の意見聞くという

ことも私はそこを否定するものではありません。 

 しっかり話をしていただきたいですが、私はでき

れば市として被害届だけは出すように促すべきだと

は思います。状況から見て。 

 単なる横領じゃなくて、背任行為が入っているん

ですよ。 

 ですから、ここはしっかりとですね、被害届を出

すように促すべきです。 

 それが網走市としての責任の果たし方ですし、被

害者は私も最初に申し上げましたけども、やっぱり

市民ですから。市民がこのことをものすごく残念に

受けとめて、悲しい思いをされています。 

 そこに対して答えていくのが網走市です。 

 そこをちゃんとやってくれないと、我々議員だけ

ではやりきれないです。 

 そこは改めて市に求めていきたいと思いますの

で、ぜひ検討なさってください。 

 よろしくお願いします。 

 以上です。 

○栗田政男委員 ちょっとこのお尋ねでわかるかど

うかで、後日になったら申しわけないのですが、こ

の半端な数字が出ているというのが横領事件として

どうも不可思議でしょうがないのですが、どうして

こういうことを、詳細についてまだわかんないとい

うことだったのであれですけれども、もしかすると

倉庫を買った買わないというほかに日常的に細かく

抜いてやっていたんじゃないかと言わざるを得ない

ような半端の端数が出ているわけですよね。 

 ちょっと不思議なので、この辺の調査っていうの

はどうなっていましたか。 

○清杉利明子育て支援課長 先ほどの調査により判

明したことの中で御説明を差し上げましたが、運営

費の支払いが起きたときに、例えば10万円を口座か

らおろして、そのうちの一部に何千何百何十何円と

か端数がついた部分を業者等に支払って、残金を私

的に使用していたというところで端数が出ている形

になっております。 

○栗田政男委員 すごくよくわかったんで、ありが

とうございます。 

 つまり、今言われているその倉庫の大きな金額の

ほかにも、日常的にちょこちょことそういう形で流

用したということなのですよね。 

○清杉利明子育て支援課長 その倉庫の代金として

説明を受けていた149万円でございますが、一括し

て149万円を私的に使用していたわけではなくて、

何回も分けて、10万ですとか、５万ですとか、金額

はさまざまなのですが、１、２回に分けてというこ

とではなくても10回以上に分けて、個人的に使用し

ていたというところは確認をしております。 

○栗田政男委員 実は聞かないほうがよかったです

ね。その内容については非常に残念、今の平賀委員

の話ではないですが、悪質な状況の上塗りと言いま

すか、そういう状況だったのか、それも含めてその

詳細についてできる限り、きちっとした報告を後ほ

どいただいて、その上からの判断だと思いますけれ

ども、日常的に自分の財布のように使い込みが行わ

れたということを認識しました。 

 ありがとうございます。 

○井戸達也委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、一旦、休憩をいたします。 

             午後１時37分休憩 

             午後１時47分再開 

○井戸達也委員長 再開いたします。 

 先ほど栗田委員のほうから資料の要求がありまし

た。 
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 着服の時系列及び弁済の時系列がわかるような資

料等、平成30年度の委託契約書関係書類一式という

ことで要求がありましたけれども、これについて委

員の方から御発言願いたいと思います。 

○平賀貴幸副委員長 求めることに問題はないと思

います。 

 先ほどちょっと求めないと言ってしまったのです

けれども、あわせてやっぱり12月26日から２月22日

までの経過が全然見えてないので、その辺の聞き取

りをしていただいて、何らかの形で資料にしていた

だいて出していただけたらいいのかなと思います。 

 そこもぜひ検討いただきたいと思います。 

○井戸達也委員長 ほかにございませんか。 

○近藤憲治委員 きょうもいろいろと質疑の中で、

この事案の内容等はかなり明らかになったというふ

うに思っています。 

 また、再発防止についても市の意思というのは、

確認できたというふうに思っているのですけれど

も、現在の資料要求に関しては、何を明らかにした

いのかという部分をもう少し明確にしていただかな

いと、その資料は出たタイミングでまた委員会を開

いて質疑御議論という形にはなると思うのですけれ

ども、きょうと同じことをやっていてもなかなか前

に進んでいかないと思いますので、その資料をもと

にどういった論点での議論を想定されているのか明

らかにしていただいた上で、その資料要求の是非に

ついて判断をさせていただきたいと思います。 

○栗田政男委員 資料といいますか、また概要が私

自身どういう経過でどういうふうになったというの

が見えない今、今回きょう提出された資料の中では

その辺が不透明な部分があるので、再度その辺の確

認をいただくことによって、より今回の横領事件が

明確に見えてきた段階で、 

次の再発防止に適切な対策を立てなくてはいけない

ということで、そのためには時系列の資料が絶対に

必要だと思います。 

 それがない限り、まとまって総額はわかっている

から、自分たちが認めたからそれでいいでしょうと

いうことで片づけてしまうというのは、非常に危険

ではないかなというふうに思いますので資料をお願

いしたいと。 

 これもあくまでもできる範囲になろうかと思いま

すが、それをいただいた上でしっかりと判断をして

いきたいなということであります。 

○平賀貴幸副委員長 私もとどのつまりは、何のた

めかというと再発防止のためです。 

 再発防止に必要なことは、普通はこういうことが

あったらすぐ認めて調査、額をはっきりさせるため

に時間をかけるのですが、認めるまでに時間がかか

っているというのもあるので、しっかりとそこはは

っきりさせて、何がどうしてそんなに時間がかかっ

たのかを含めてはっきりさせておいて、再発の防止

に少しでも役に立てるということにつなげていくと

いうことが大事だと思います。今、私の認識では出

てきている再発防止策は、あくまでも現時点での市

が考える再発防止策であって、最終的な再発防止策

ではないのですよね。 

 もちろんそうだと思うのです。監査委員もいろい

ろやっていただくこともありますから、そこに役に

立てるためにもしっかりと調査に基づいて立てると

いうのが大事ですから、そういった意味で資料要求

は必要なのだというふうに理解しております。 

栗田政男委員 追加で申しわけないのですが、先ほ

ど来いろんな話が出ている中で、２人が共謀して同

じ金額を同じように使ったということは到底考えら

れませんので、当然何らかの形で委員会がやるのか

は別にして、２人一緒に全部を同じように使ってい

るんであればそれはそれで結構ですし、ばらばらに

どれだけの金額でやったということも非常に大事な

要因でありますから、それについてもわかる範囲で

きちっと報告をいただきたいと思います。 

○井戸達也委員長 ほかに。 

○近藤憲治委員 今、お二方から御意見を承らせて

いただきました。 

あくまでもその事実の解明と、そして重きを置く

のは再発防止であるというふうに受け賜らせていた

だきますので、資料要求については了承いたしたい

と思います。 

○佐々木玲子副議長 私も今、目的は再発防止のた

めということですので、そういうことであれば資料

要求を認めたいと思います。 

○山田庫司郎委員 どういう方向というのは、それ

は確かに再犯防止につながりますけども、やっぱり

事実を明らかにすることが大前提ですから、私とし

ては資料要求に賛成させていただきます。 

○井戸達也委員長 それでは一旦休憩いたします。 

             午後１時53分休憩 

             午後１時56分再開 

○井戸達也委員長 再開いたします。 

 先ほど資料要求の件がありましたので、皆さんか
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ら御意見をいただいて確認をいたしましたので、確

認をいたします。 

 まず、着服の時系列がわかる資料ということで、

これ１点。 

 次に30年度契約書の関係書類一式ということで、

これが２点目。 

３点目に、12月26日から２月22日までの調査内容

ということの資料。 

次に４点目に、２人の横領の割合等がわかる、こ

れはわかる範囲で報告いただきたいということで、

この４点について、以上皆さんよろしいでしょう

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 理事者側のほうはどうでしょう。 

○川田昌弘副市長 市のほうで用意できる資料と、

相手がいるところがありますので、そこはちょっと

確認をさせていただく時間が必要だと思いますけれ

ども、要求に応じ要求の趣旨を踏まえて提出するこ

とにしたいと思います。 

○井戸達也委員長 それでは、次回の委員会の日程

についてなんですけれども、要求した資料が揃うの

がまだ確定できないというところもございますの

で、日程の調整を含めて正副に一任いただきたいと

いうふうに思いますけれどもよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 ほかに委員、理事者のほうから何かございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、以上で文教民生委員会を閉会いたしま

す。 

午後１時58分閉会 

 

 

 

 

 

 


